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建設業法施行規則等の一部を改正する省令の施行について 

 

時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は本会の活動に対しまし

て、格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 さて、民法等の一部を改正する法律により、建設業法、浄化槽法及び建設工

事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）が改正されまし

た。これに伴い、建設業の許可等の申請に際して必要となる建設業法施行規則

等に基づく提出書類につき所要の改正が行われました。 

つきましては別紙の通り国土交通省より周知方依頼がございましたので、貴

会所属会員企業に周知いただきたくお願い申し上げます。 

 

以上 

（担当：事業部事業企画課 吉田） 




